
特別区民税・都民税・森林環境税特別徴収税額決定（変更）通知書（納税義務者用）の見方

毎月の給与から差し引かれる税額です。

差し引き特別徴収税額を「開始月から５月までの月数」で割った金

額を、毎月給与から差引されます。

ただし１００円未満の端数がある場合は、最初の徴収月にまとめら

れます。特別徴収税額が5,000円以下の場合、開始（変更）月にそ

の金額が一括で差し引かれます。

納付額

所得は、収入金額から必要経費に相当する額を差し引いて計算します。

給与所得者は、必要経費にかわるものとして、収入金額に応じて控除額を

計算します。

「給与収入」ー「給与所得控除額」＝「給与所得（所得金額調整控除後」

給与所得以外の所得があれば、その合計額を表示し該当箇所に「＊」を表

示します。

「総所得金額①」には給与所得とその他の所得計の合計を表示しています。

所得
税額計算の基礎となる

額です。すべての所得

を合算して所得割額を

計算する「総合課税」と、

他の所得とは区別して

特別な方法で計算する

「分離課税」の2種類を

表示しています。

課税標準額 ※総合課税＝「総所得金額①」－「所得控除合計②」＝

「総所得③」（1,000円未満切捨）

※分離課税については以下の表のとおり。

税額

■住宅借入金等特別控除、寄附金税額控除がある場合

特別区民税分・都民税分の税額控除を摘要欄に印字。

７年度までは合計金額で記載

・寄附金税額控除額 〇〇円

・住宅借入金等特別税額控除額 〇〇円

↓

８年度から特別区民税分・都民税分を分けて記載

・特別区・寄附金控除：〇〇円 都・寄附金控除：〇〇円

・特別区・住宅ローン控除：〇〇円 都・住宅ローン控除：〇〇円

■年度の途中で課税内容に変更があった場合

変更事由を記載します。（例）税額変更、転勤など

摘要欄人的控除の内訳

一定の要件のもとに所得金額から差し引くものです。

控除金額は通知書裏面をご覧ください。

所得控除の額

この通知は、特別徴収義

務者（給与支払者）を通じ

て配付されます。

豊島区では個人情報保護

のため、所得欄等に圧着

加工を施しております。

この通知を再交付すること

はできません。紛失した場

合で所得額等を証明する

必要がある場合は、課税

証明書（300円）をお取りく

ださい。

控配

老配

特親

繰越損失

特定 特定扶養親族の人数を表示 未成年者

同老 同居老親等の人数を表示 特障

老人 老人扶養親族の人数を表示 他障

16歳未満
16歳未満の扶養親族の人数を
表示

寡婦

その他 一般扶養親族の人数を表示 ひとり親

同障 同居特別障害者の人数を表示 勤労学生

特障 特別障害者の人数を表示

他障 普通障害者の人数を表示

勤労学生の場合＊を表示

繰越損失がある場合＊を表示

扶養親族該当区分 本人該当区分

控除対象配偶者がいる場合＊を表示

老人控除対象配偶者がいる場合＊を表示

特定親族の人数を表示

未成年者の場合＊を表示

特別障害者の場合＊を表示

普通障害者の場合＊を表示

寡婦の場合＊を表示

ひとり親の場合＊を表示


